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化するなど一 部改作してい

0委員長(T

内閣提出、

より質疑に入り

これより

法等の を議題といたします。 ...

の申出がありますので、 順次—

て、

(H君） RM· K · S· MのHです。

-とにありがとうございま 7 0 

れでは、 本日は所得税法等の 一

ことで、 この前の委員会で、 税のあり

いしましたが、 まず、 税のあり

えて

日の

つかキ ー ワ

るとか、 今

同僚議員の

とか

゜

つくつてい

ういった中

針で、 その税のあり

いった

いるのか、

゜

ついての

にお

より

り

政

し＼ だきたいと

んでいる、

ければい

ある税制

ういった

、 どこに重き

していると

の方針を教

ういっ

(A君） 過日の財金

が基本的にめつ

ついての質疑という

のビジョン、 こういったこと

についてもう 一 度、 この前の議論を踏

います。

う方向、 課題というようなこと

られました。 その中で、 経済の

人口間題ということで少子高

れども、 あと、

で、

い、 こういっ

ついて、 どうい

くとか、 どういった効果を

ついて、 どのように考

くださし‘。

し

済財政

しま

はり

か、H

7

も

H
 

間の機

.,... とだっ

ところ

の

のそヽ

して

当たっては、

ら

し‘ だきまし

ほども

化している

す。

ういった

でこう

られて

ビ

、 たしか、

ということ、

ば民間

ン

さ

の

というものを実現していくということで、例え

りますこの令和二年度の予算は百二兆ということになってお

、 -の百二兆七千億の支出に対して、入ってくる金というの
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0国務大臣(A君） 例えば令和二年度の税制改正で言わせていただければ、

提案理由の説明の中で申し上げさせていただきましたように、 持続的な経済成

長を実現して、 経済社会の構造変化というものに対して対応するという観点か

らこの税制改正は行わさせていただくものだ、 そう思っております。

具体的には、 経済成長の実現に向けて、 いわゆる企業は自分の中だけでやる

のではなくて、 いろいろな意味でのオ ー プンイノベ ー ションというものの促進

に係る税制上の措置とか、 また、 連結納税制度の抜本的な見直しを行うことと

させていただいております。

また、 経済構造の変化というものを踏まえまして、 例えば、 全ての 一 人親家

庭に対するいわゆる公平な税制の実現とか、 NISA、 つみたて NISA 等々の見直

し等々を行うこととしておりますが、 こうした改正は、 先ほど申し上げたよう

ないわゆる国家ビジョン等々、 長期的なものに沿った考え方に沿ったものだと

考えております。

0委員(H君） 基本的な考え方もお伺いしたかった中で、 令和二年度の改正

の方向性について今触れていただいたんですけれども。

大臣が先ほどおっしゃられたように、 税の公平、 中立、 簡素、 こういった原

則の中において、 今、 全体の税制の中でどういった項目に間題があるとか、 そ

れについてどういった方向性に持っていこうかというようなこと、 国家ビジョ

ンの中におきましてどういうふうに間題を認識して今後の方向性を考えている

のか。 今年度の改正に限らず、 これからの行く末も踏まえて、 もう 一度御回答

いただけますでしょうか。

〇国務大臣(A君） これは、 残りの税制というのは所得税とか法人税とかい

うことになるんだと思いますけれども、 所得税の再分配機能というものを考え

るという観点から、 平成二十五年度以降、 所得税の最高税率というものを、 い

わゆる四0%から四五％に引き上げさせております。

また、 よく言われる金融所得課税というものに関しましても、 これは税率を

引き上げさせていただいて、 二0%から二五％というものに、 上場株式等々に

関してはそういうように税制を変えさせていただきました。

また、 高所得者に対します基礎控除というものの適用制限というものを、 ニ

千五百万円に、 基礎控除を適用させるというのを下げさせていただくというこ

とで、 二千五百万超で基礎控除は適用なしということの施策を既に講じてきた

ところだと思っております。
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、 この中で地

々させてい

するというような

おける

、雇用がどう

の本社

員(H

きました。

えてください。

(!) 

拠点の

今、 所得の

制というもの

地域の

の現状として、 どのように

いているんですが、 これは

くありませんので、 そうい

的な企業の誘致で

ったら創出できるかとか、そういったよう

ういったものをされたら、

させてい く方向で

が解決

(A 

の方が静岡より

のところも、 北九朴Iと

気ないの 、、

ょう。 だから、

れるよう

の能力の違いかとか、 い

ういったことをうかつに

つ

これはH先生、 な

があるんだと

岡と比べて、

れますの

ついて

されておら

の政策と

とあわせて、

というのを是

正していくために税制というものを平成二十七年度から見直させていただいて

るんですが、 今回の改正で、 この東京 一 極集中というものの是正に資するべ

く、 首都圏から地方に移転する企業に対しては、 地方拠点において、 静岡県の

ら浜松というところにおいて雇用の増加に資するというような、 インセ

ンテイプを強化するなどの見直しを行った上で二年延長ということにしており

すが、 こうした改正も通じて、 例えば会社とか工場とか本社機能とか、 そう

いった地方に移転又は地方における雇用創出というものが図られるということ

いたしておるところで I o 

教えてい

すか、

しいんだと思いますが、 何

か難しいですよね。

岡の方が元気があって北九小Mは冗

いろ言われると話が込み入るでし

と、 すぐまた、 おまえなんかと

、 バ ックが新日鉄とかいうことになりますので、 新日

労組というべきかな、 そういったような形で出てこられた方ですから。

ら、 同じ百万でスタ ー トして、 片っ方は九十四万、 片っ方は

ったのは何でだと言われて。 条件はほぼ同じ。 新幹線も通っている、

もできています、 何でもあります、 みんなある。 にもかかわらず、 こん

に差がついちゃった、 どうしてと。 どうしてですと言われて、 私はもと

区でしたから、 今は違いますけれども、 そういった意味で突っ込まれる

はなかなか答えのしようができないところなんですが。

よって、 間違いなく、 首長さんの能力もあるだろうし、 その地

と、 こ

こ
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と 的 教 てい だきたい というとこ >吟‘
‘ し‘ して、 げ び投‘一

の促 の しというの 今 されておりま ヽ よっ。 ヽ

体、 今 億円ぐらいの 収 なるということで、 促進 るハ ー ドルも

ちょっと ん と うんです れ も、 れ よって入ってくる

るよう ということだと思うんで け ども、 こ は、 大き ビンヨ

ンとの 係に き して、な し 行ったのか、-の ついて、

ひとつ えてく さい。

政 考人(Y 今 御 のいわゆる賃上り 、

つくられたものを要件を厳しくするという案になって
-れにつきましては、 他の法人減税をするに当たっての財

もございますけれども、 ビジョンという御指

摘

ですので、

税
ります。

確保という

ういう視点で申し

と、 るいは と 配という き

れをみんなで分かち合っていくんだという

の促進、 両方をやっていくということが大事な

推し進めていくと言うとちょっとおこがましいで

として な でそれを側

眼目のもとで、成長して、

げの促進あるいは投
りまして、 それを

で、

けで

けれ も、 ガバメントリ

0委員(H君） 支援していくというような言われ方をされておりますけれ

も、 厳しくしていくということは、 そこへの手当てを薄くしていくということ

るんです

いくのかなと

果が上がらなかつ

けますり 。

0政府

効
になりましたけれども、

の部分によって

つ

人(Y

が上がら

で 7 0 

しかし、

て、 より多くの

リフォ ー ムをさ

かっ

かのとこ

うし‘

という

深掘り

投

てい

お答
という

源

していくという改正だったと存じ

していくということにもつながって

では、 この

なのかどうか、 ここのところを教えていただ

申し上げます。

識では必ずしもございません。 委員も御

保という意味も実際ございましたの 、、

なわれるといいます N ヽ

られるということでございますので、

るといいます N ヽ しくさせていた

をしつかりとやっていただい

くという意味でございま 7 0 

しというのは、 余り

とされる 摘

は実際、 そういう意味ではあ

くことによっ

典が行くよう
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0委員(H君） ありがとうございます。

もう 一 つ、 交際費等の損金不算入、 これの見直しをすることによりまして税

収はふえるということになっておりますけれども、 これについて、 国家ビジョ

ンとの関係でどういう方針でこういう見直しをされたのか、 教えてください。

0政府参考人(Y君） お答え申し上げます。

交際費に係る特例につきましても、 新しい減税をさせていただく上での財源

保という意味もございましたけれども、 今、 ビジョンということでございま

したので、 そういう観点から申しますと、 一 部の大企業においての接待飲食

の特例によって、 交際費が大きく変化しているとは必ずしも言えないといいま

すか、 これはもう相対的な評価になるんですけれども、 ポジテイプではあるん

ですけれども、 そのポジティブな度合いが、 大きな規模の企業になればなるほ

ど、 その度合いが低減していくということが統計上見られましたので、 その大

きな企業、 とりわけ大きな企業についての恩典を 一 部割愛させていただいた、

こういうことでございます。

0委員(H君） 財源確保ということもあるという中で、 今のお話ですと、 一

、 効果も薄いから、 ほかのところに財源を向けていく、 こういった理解をし

ましたが、 その中で、 では、 全体として、 持続的成長をしていくに当たって効

が出ているという判断なのか、 それとも効果は上がっていないのか、 これ

での状況を教えてください。

0政府

交

課税を

人(Y君） お答え申し

課税につきましては、

部緩める形をとりました。

げます。

に改正を行いまして、 交

小企業についても、 別途改

係る法人

をして緩め

る形をとりました。

それらの効果というものは、 必ずしも、 ほかの要因と相まって効果が出てく

るということでしょうから、 税制による効果というものを特定して申し上げる

ことはできませんけれども、 その後、 実際支弁されている交際費支出の動向を

見ますと、 プラスにきいている部分はあると認識しております。

0委員(H君） なかなか効果の測定は難しいんだとは思うんですけれども、

ただ、 一 つ 一 つ評価をした上で次の改正を行っていかなければいけないと思い

ますので、 そのあたりはしつかりやっていただけたらなということを申し上げ

，

 



させていただきまず。

れともう 一 点、 連

明をしていた

成
-の

これと

ください

政府参考人(Y

納税制

し‘
納

人であるかのように見立てて、 法人税を 一 括して課税する仕組

でございます。

度は、 平成十

］レ

ていないですと

か、 あるいは、 組

があるといっ

ーういったこと

るい ］レ

の

し、 平

、 兄兄

度改正というのが今回ありますけれども、 この

、 今回の連結納税制度の改正は、 持続的な経済

めにというような項目の中で位置づけられていましたけ

正というのは手続を簡略化するようなイメ ー ジがあるんです N ヽ

経済の成長と、 どのようにこの改正がかかわっているのか教

プ経営の

力をより

ものでございま 7

その見

の
・ー・ ●、

続的な

し

一つ目

業

行っていま

成

お答え申し上

業グル ー プの 一 体

がございまし IC.... 。

まえまして、 今回、

分

巨
i

台杯

の から十数 たっておりま け ども、 企

証兌又 を さ 力 化する中で 効 活

れども、 親 人 が 約し

が 雑で ぎるで と

若 の いが つ
}_I.. ＇ が なわ ている

よりまして、 一

持強化が図ら

に資するものと

、 ちょっと

に公正

。 しかし

揮

的

に

゜

、 効率的

ることを

ておりま

をいたしまして、

納税

まして、 日本の企業が効

きるように見直しを

奴恥土

の適

関係についてお伺いい

と認められる企業会計の

ら、 税務の観点から、 その

グル ー

ることとい

押し

待しておりま I o 

Jレ ー

した

ることで、 企

の観点から、

委 (H ） 効 な に するから経 長 も る、 一ヽ つ‘” し‘

う う 解しまし ゜ とう o-
'' ざしヽま 7 0 

続き して、 の し‘ した がいいの は いかと

され いる項目の中 改 されてい し‘ について、 つ の を

ていただきたいなと思います。

しま .I 0 

準にのっとって

の結果をその ま
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し‘

費用又は損失の見 ということは極力抑制すべきでございますし、

間の実質的な税負担の格差を生み出し、 非中引当

えているおそれもございます。 そうしましたことから、 社会経済的

野に入れて、 これまでも見直しを行ってきたところでござ

゜

もう既に御案内のことでございますけれども、 引当 、 課

の明 、 統 一 性を図る観点から、 賞与について、

度の損金に入れるということで、

引当金につきましても、 税制

しているなどの指摘を踏まえまして、

きました。 そして、 貸倒引当金につきましても、

日の

いたしまし

対して

させてい

制改正で、 損金算入ができる法人を中小企業や銀行などの 一 定の

る法人に限定するという見直しをさせていただいておりま J

こういった流れにございますので、 一部確定しているではないかという御

が先ほどございましたけれども、 基本的な流れは、 きちんと、 透明性と公正

と、 しこうして公平性を確保するという流れに来ているかと存じます。

委 (H君） あり し＼
゜

れと、

いて結

み ん、

んでした。

くなりました。 していた

-,_.

❖ ざし‘

いました。 中立性の立場から見直しも行われ

という、 そのあたりはちょっとよく理解できなかったんですけれども、 どちら

というと、 これは財源確保のためにというような性格が強いのかなというよ

うな思いもございますので、 そういったことからしますと、 やはり税務と

の 一 致という意味でも、 金額の正確性という意味でも認めていただいた方がい

いんじゃないのかなというふうに思い- ノ o

もう 一 つ、 電話加入権についてですけれども、 これも、

らいで電話加入権を購入していたような気がするんですけ

の金額というのはかなり下がりましたし、 市場で売買する

っていたと思います。

はたしか十万円ぐ

ども、 今、 も

しても低価格に

-れについても、 税務上も償却できるような形に変更してはどうかという

見が多々ありますが、 これについて御見解をお願いいたしま l

政府 人(Y 答え申し上げます。
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